
ふくしまHACCP
導入研修会のご案内

■ 食品衛生法の改正により、令和３年６月から、飲食店や食品を製
造・加工・販売する全ての食品関係施設へＨＡＣＣＰ(ハサップ)
導入が義務化されました。

■ 会津保健所では、営業者の皆様が HACCP義務化の基準を満たす
衛生管理計画を作成することを支援するため、研修会を開催しま
す。

HACCP義務化で何をすればいいの？

衛生管理計画を作成し、従業員に周知する

衛生管理の実施状況を記録・保存する

計画の効果を定期的に振り返り、内容を見直す

営業者の皆様がやることは３つです！

■ 文書化することで、やるべきこと、やっていることを明確にし、
衛生管理を見える化してください。

■  「ふくしまHACCPアプリ」 、「ふくしまHACCP導入手引書」
又は「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」を参考にして
取り組んでください。

HACCP導入研修会の内容

■ ２時間程度の受講で、「ふくしまHACCPアプリ」の機能を利用し、
衛生管理計画の作成実習を行います。

■ タブレットは保健所で用意するので、タブレットを持っていなく
ても参加できます。

■ タブレット操作に不安のある方も保健所職員が丁寧にアドバイス
します。（手書きで作成することもできます。）



Q：どのような人が受講したら良いですか？
A：食品衛生責任者や品質管理担当者など、施設の衛生管理を担当す

る方が受講してください。
Q：研修会は複数人で受講しても良いですか？
A：付き添いの方も受講は可能です。申込用紙に同伴者の人数を記載

してください。定員があるため、希望に添えない場合もあります。
Q：既にＨＡＣＣＰ義務化に対応した衛生管理計画を作成しましたが、

受講すべきですか？
A：衛生管理計画を作成した（又は作成できる）方は受講しなくても

差し支えありません。計画に基づき実行したことを記録・保存し
てください。

ふくしまHACCPとは
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研修会についてのQ＆A

研修会の日程等

会場： 福島県会津保健福祉事務所 １F会議室
日付： 【令和8年】

1月21日（水）、28日（水）
2月4日（水）、13日（金）
3月3日（火）

時間： 午前（AM）と午後（PM）で各１回ずつ開催
午前 10：00～12：00（受付開始  9：45～）
午後 14：00～16：00（受付開始13：45～）
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